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都城市職業訓練センター指定管理者候補者選定の概要 

 

 都城市職業訓練センターの指定管理者については、次のとおり候補となる団体を非

公募により選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和５年１２月議会で可決され

た場合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１．指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

    職業訓練法人 都城地域職業訓練協会 

 （２）代表者名 

    会長 田中 徹 

 （３）所在地 

    都城市年見町１３号１１番地 

 （４）設立年月日 

    昭和４５年３月２７日 

 （５）従業員数 

    ２６名（常勤６名、非常勤２０名） 

 （６）業務内容 

    ① 会員の雇用する労働者に対する認定職業訓練を行う。 

    ② 求職者に対する認定職業訓練を行う。 

    ③ 施設を他の事業主の行う職業訓練の為に使用させ又は委託を受けて 

他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行う。 

    ④ 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行う。 

    ⑤ 職業訓練に関する調査及び研究を行う。 

    ⑥ 職業紹介事業を行う。 

    ⑦ その他職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行う。 

 

２．指定期間 

  令和６年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日（５年間） 



３．施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

都城市職業訓練センター 

（都城市年見町１３号１１番地） 

 敷地面積：３，１１１㎡ 

 延床面積：１，０２２．３１㎡ 

      （普通教室、実習室、相談室、 

事務室、倉庫、便所 等） 

 

 （２）業務概要 

   ① 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練その他職業訓練に関する業務 

   ② 施設の維持及び修繕に関する業務 

   ③ その他施設等の管理及び運営に関する業務 

 

４．事業計画の概要 

  別紙事業計画書のとおり 

 

５．選定結果 

 （１）非公募により候補者を選定した理由 

   ① 都城地域職業訓練協会は職業訓練等の実施に関し、専門的かつ高度な技術、

ノウハウ等を有し、また、当該施設の指定管理者として、これまでの実績も

ある。 

   ② 施設の清掃、庭木の剪定及び簡易修繕等は、全て職業訓練の一環として当

該協会で実施しており、当該協会がセンターを引き続き管理委託することに

より、委託料は発生せず、経費削減も図れる。 

   ③ 市内に、木造建築、左官タイル施工、建築塗装、造園、建築配管に関する

訓練科目があるのは、当該協会しか存在しない。 

 

 （２）申請書類の審査結果 

  ・市民の平等な利用の確保について 

    市民の誰もが職業訓練の機会を得られるよう、様々な広報媒体を活用した訓

練生募集、訓練期間中の訓練生に対するサポート体制、アンケート等の実施に

よるサービス向上の取組、相談や苦情等への迅速かつ誠実な対応が提案されて

おり、高く評価できる。 

 

  ・施設の効用の最大限の発揮について 

    利用促進を図るため、施設利用案内書の作成やホームページの充実、利用者

及び事業所の訓練内容に対するニーズ把握、受講しやすい訓練環境作りのため

の修繕等による施設整備や環境美化計画が提案されており、高く評価できる。 



  ・経済的な管理運営と適正な経費配分について 

    隣接する都城市カンガエールプラザの管理運営を受託していることによる訓

練会場の使用料等の経費縮減、職員・訓練生による施設の清掃、訓練生の実習

による構内の樹木剪定や軽微な補修、修繕等の実施が提案されており、施設管

理に係る委託料等の縮減が期待できる。 

 

  ・地域に貢献する取組の確保について 

    勤務する職員について優先的に地元雇用を行い、高齢者・障がい者雇用につ

いても取り組むほか、周辺地域の環境美化や災害時の敷地開放などの近隣住民

に貢献する取組を行うなど高く評価できる。 

 

  ・管理運営能力について 

    組織基盤、財務状況も安定しており、現在の都城市職業訓練センターの指定

管理者としての実績もあり、高く評価できる。 

 












